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第５章 

計画の推進体制と進行管理 
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１ 計画の推進体制 

有識者、福祉関係者、公募区民等を委員とする

「江東区地域福祉計画推進会議」と江東区（庁内

関係部署）との対話と連携を行いながら、地域福

祉計画の着実な推進を図ります。 

 

 

 

 

２ 計画の進行管理 

学識経験者をはじめ、地域に暮らす区民や、高

齢・障害・こども・生活困窮等の福祉分野の関係

団体等と区が対話を通じて評価を行います。 

評価の結果を可能な限り次年度以降の取組に

反映させることで、PDCAサイクルを適切に運用し、

基本理念の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

  

江東区地域福祉計画推進会議 

 学識経験者 

 区民 

 福祉の様々な分野の関係者等 

江東区 

（庁内の分野横断的な検討） 

対話・連携 

 地域福祉計画の策定 

 各課の事業計画 

 事業の執行 

 協働の推進 

 

 

 

 各取組の評価 

 進捗確認 

 

 

 次期予算への反映 

 新規事業の検討 

 事業改善の検討 

Plan 
(計画) 

Do 
(実行) 

Action 
(改善) 

Check 
(評価) 

計画の推進体制 

計画の進行管理 


